
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

告

示

�
香
川
県
議
会
定
例
会
の
招
集

（
政

策

課
）

一

�
新
た
に
生
じ
た
土
地
を
確
認
し
た
旨
の
届
出
（
二
件
）

（
自
治
振
興
課
）

�
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
（
三
件
）

（

〃

）

�
保
安
林
の
指
定
の
解
除
予
定

（
み
ど
り
保
全
課
）

二

�
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
長
寿
社
会
対
策
課
）

三

�
道
路
の
区
域
変
更

（
道
路
保
全
課
）

�
公
有
水
面
埋
立
免
許

（
河
川
砂
防
課
）

四

公

告

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

（
土
地
改
良
課
）

五

�
土
地
改
良
事
業
の
認
可

（

〃

）

�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出
（
二
件
）

（

〃

）

�
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出

（

〃

）

七

�
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
の
届
出

（

〃

）

教
育
委
員
会
規
則

�
香
川
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

八

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の
届
出

●
香
川
県
告
示
第
八
十
二
号

平
成
十
七
年
二
月
二
十
一
日
午
前
十
時
香
川
県
議
会
定
例
会
を
高
松
市
番
町
五
丁
目
香
川
県
議
会
議
事

堂
に
招
集
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
八
十
三
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
観
音
寺
市

の
区
域
内
に
新
た
に
生
じ
た
次
の
土
地
を
確
認
し
た
旨
、
観
音
寺
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
八
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
多
度
津
町

の
区
域
内
に
新
た
に
生
じ
た
次
の
土
地
を
確
認
し
た
旨
、
多
度
津
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
八
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

第１２号

平 成１７年

２月１４日（月曜日）

告

示

位

置

面

積

観
音
寺
市
観
音
寺
町
字
見
卓
甲
四
一
二
六
の
地
先
の
公
有
水

面
埋
立
地

二
、
八
〇
八
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト

ル

位

置

面

積

仲
多
度
郡
多
度
津
町
佐
柳
字
古
八
幡
七
三
六
の
一
、
七
三
六

の
二
、
七
五
〇
の
二
、
七
五
一
の
一
、
七
五
一
の
三
、
七
五

二
の
二
及
び
字
合
田
八
四
六
の
五
の
地
先
の
公
有
水
面
埋
立

地

六
四
・
三
八
平
方
メ
ー
ト
ル

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
九
号
）

一



の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
、
観
音
寺
市
長
か
ら
届
出
が
あ

っ
た
。平

成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
八
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
平
成
十
七
年
二
月
十
五
日
か
ら
編
入
す
る
旨
、

綾
上
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
八
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
、
多
度
津
町
長
か
ら
届
出
が
あ

っ
た
。平

成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
八
十
八
号

上

欄

下

欄

観
音
寺
市
瀬
戸
町
一
丁
目

観
音
寺
市
観
音
寺
町
字
見
卓
甲
四
一
二
六
の
地
先
の
公
有
水

面
埋
立
地
の
一
部

観
音
寺
市
瀬
戸
町
二
丁
目

観
音
寺
市
観
音
寺
町
字
見
卓
甲
四
一
二
六
の
地
先
の
公
有
水

面
埋
立
地
の
一
部

観
音
寺
市
琴
浪
町
一
丁
目

観
音
寺
市
観
音
寺
町
字
見
卓
甲
四
一
二
六
の
地
先
の
公
有
水

面
埋
立
地
の
一
部

上

欄

下

欄

綾
歌
郡
綾
上
町
西
分
字
畔
浦

綾
歌
郡
綾
上
町
西
分
字
権
田
谷
乙
八
九
の
四
、
乙
九
〇
の
二
、

乙
九
〇
の
三
、
乙
九
一
の
三
、
四
〇
六
の
三
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
全
部

綾
歌
郡
綾
上
町
西
分
字
権
田
谷
乙
九
一
の
四
の
一
部
及
び
こ

れ
に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
全
部

綾
歌
郡
綾
上
町
西
分
字
権
田
谷
乙
九
一
の
五
の
一
部
、
乙
九

二
の
二
の
一
部
、
乙
九
三
の
四
の
一
部
、
乙
九
八
の
三
、
乙

九
八
の
四
、
乙
九
九
の
三
の
一
部
、
四
五
五
の
一
部
、
四
八

二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ

る
町
有
地
の
全
部

綾
歌
郡
綾
上
町
西
分
字
堀
岡

綾
歌
郡
綾
上
町
西
分
字
権
田
谷
四
四
一
の
一
部
、
四
四
三
の

一
の
一
部
、
四
四
四
の
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
全
部

綾
歌
郡
綾
上
町
西
分
字
権
田
谷

綾
歌
郡
綾
上
町
西
分
字
畔
浦
四
八
三
の
二
の
一
部
、
四
八
四

の
三
の
一
部

綾
歌
郡
綾
上
町
西
分
字
堀
岡
一
〇
二
六
の
三
、
一
〇
二
八
の

一
に
隣
接
す
る
字
浦
田
の
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
全

部綾
歌
郡
綾
上
町
西
分
字
堀
岡
一
〇
二
六
の
一
の
一
部
、
一
〇

二
六
の
三
の
一
部
、
一
〇
二
六
の
四
の
一
部
、
一
〇
二
七
の

一
部
、
一
〇
二
八
の
一
の
一
部
、
一
〇
二
八
の
二
、
一
〇
二

八
の
三
の
一
部
、
一
〇
二
八
の
四
の
一
部
、
一
〇
二
九
の
一

の
一
部
、
一
〇
二
九
の
二
の
一
部
、
一
〇
二
九
の
三
、
一
〇

三
〇
の
二
、
一
〇
八
一
の
一
の
一
部
、
一
〇
八
一
の
四
の
一

部
、
一
〇
八
一
の
六
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す

る
道
路
・
水
路
で
あ
る
町
有
地
の
全
部

上

欄

下

欄

仲
多
度
郡
多
度
津
町
佐
柳
字
古
八

幡

仲
多
度
郡
多
度
津
町
佐
柳
字
古
八
幡
七
三
六
の
一
、
七
三
六

の
二
、
七
五
〇
の
二
、
七
五
一
の
一
、
七
五
一
の
三
、
七
五

二
の
二
及
び
字
合
田
八
四
六
の
五
の
地
先
の
公
有
水
面
埋
立

地

香

川

県

報

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
九
号
）

二



次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

観
音
寺
市
柞
田
町
字
浜
ノ
内
乙
二
二
八
六
の
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

●
香
川
県
告
示
第
八
十
九
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
年
三

月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

介
護
保
険

事
業
所
番
号

事
業
所
（
施
設
）
の

名
称
及
び
所
在
地

申
請
者
（
開
設
者
）
の
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
法
人
以
外
の
者
に
あ
っ

て
は
、
氏
名
及
び
住
所
）

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

三
七
三
〇
三

岩
田
歯
科
医
院

岩
田
利
光

平
成
十
七
年

居
宅
療
養

三
〇
三
四
一

坂
出
市
旭
町
一
丁
目
一
番

院
長

岩
田
利
光

二
月
一
日

管
理
指
導

一
七
号

坂
出
市
旭
町
一
丁
目
一
番

一
七
号

三
七
七
〇
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
ぎ
わ
い

株
式
会
社
山
本
ア
ソ
シ
エ

〃

通
所
介
護

〇
三
五
一
七

高
松
市
西
の
丸
町
一
二
番

イ
ツ

一
〇
号

代
表
取
締
役

山
本
良
隆

高
松
市
天
神
前
五
番
二
二

号

三
七
七
〇
一

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
花
て
ま
り

有
限
会
社
Ｅ
Ａ
Ｓ
Ｔ

〃

〃

〇
三
五
二
五

高
松
市
新
田
町
一
一
四
四

取
締
役

佐
藤
保
雄

番
地
三

高
松
市
新
田
町
一
一
四
三

番
地

三
七
七
〇
一

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

株
式
会
社
山
本
ア
ソ
シ
エ

〃

訪
問
介
護

〇
三
五
三
三

や
ま
も
と

イ
ツ

高
松
市
西
の
丸
町
一
二
番

代
表
取
締
役

山
本
良
隆

一
〇
号
住
友
興
産
ビ
ル
一

高
松
市
天
神
前
五
番
二
二

Ｆ

号

三
七
七
〇
三

あ
い
う
え
お
ケ
ア
セ
ン
タ

有
限
会
社
あ
い
う
え
お

〃

〃

〇
〇
六
一
八

ー

代
表
取
締
役

田
中
紀
子

坂
出
市
御
供
所
町
一
丁
目

坂
出
市
御
供
所
町
一
丁
目

四
番
一
三
号

四
番
一
三
号

三
七
七
〇
四

香
川
西
部
ヤ
ク
ル
ト
販
売

香
川
西
部
ヤ
ク
ル
ト
販
売

〃

福
祉
用
具

〇
〇
四
七
五

株
式
会
社
福
祉
事
業
部

株
式
会
社

貸
与

善
通
寺
市
大
麻
町
七
七
七

代
表
取
締
役
社
長

岩
田

番
地
五

弘
司

善
通
寺
市
大
麻
町
七
七
七

番
地
五

三
七
七
一
七

有
限
会
社
豊
嶋
樹
脂
工
業

有
限
会
社
豊
嶋
樹
脂
工
業

〃

〃

〇
〇
九
一
五

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
下
勝

代
表
取
締
役

豊
嶋
英
雄

間
八
八
六
番
地
一

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
下
勝

間
八
八
六
番
地
一

三
七
七
一
三

庵
治
観
光
ホ
テ
ル
介
護
ス

有
限
会
社
ケ
ア
・
ス
テ
ー

〃

通
所
介
護

〇
〇
四
九
二

テ
ー
シ
ョ
ン

シ
ョ
ン

木
田
郡
庵
治
町
江
の
浜
五

代
表
取
締
役

藤
田
由
紀

四
九
四

子丸
亀
市
土
器
町
西
四
丁
目

二
四
四
番
地

香

川

県

報

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
九
号
）

三



香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

四
百
三
十
六
号

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
九
十
一
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

有
水
面
埋
立
て
を
免
許
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

免
許
年
月
日

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

二

免
許
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

香
川
県

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
知
事

真
鍋
武
紀

高
松
市
昭
和
町
一
丁
目
一
二
番
一
二
号

三

埋
立
区
域

１

位
置

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
楠
浜
乙
一
三
番
七
か
ら
甲
三
六
番
一
に
至
る
間
に
隣
接
す
る
無
番
地

及
び
大
字
大
浜
字
楠
浜
甲
三
六
番
一
、
甲
三
五
番
一
、
甲
一
七
番
二
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
地
点
の
う
ち
�
の
地
点
と
�
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
一
六
年
春
分
の
満
潮
位
（
Ｄ
・
Ｌ
＋
三
・

八
三
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
及
び
�
の
地
点
か
ら
�
の
地
点
ま
で
を

順
次
に
結
ん
だ
線
並
び
に
�
の
地
点
と
�
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

�
の
地
点

四
等
三
角
点
立
石
山
（
北
緯
三
四
度
一
三
分
五
一
・
〇
四
九
一
四
秒
、
東
経
一
三
三

度
三
七
分
四
三
・
七
七
七
五
九
秒
。
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
三
四
五
度
一
八

分
一
四
秒
、
八
二
一
・
九
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
一
〇
九
度
五
四
分
三
二
秒

一
九
一
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
七
九
度
四
五
分
五
八
秒

三
二
・
五
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
八
三
度
一
六
分
三
三
秒

七
・
五
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
八
三
度
五
〇
分
〇
五
秒

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

	
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
七
八
・
四
七
分
二
九
秒

一
二
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点



の
地
点

	
の
地
点
か
ら
二
八
三
・
三
四
分
四
二
秒

二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点



の
地
点
か
ら
二
七
六
度
五
二
分
一
四
秒

一
九
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
九
一
度
三
二
分
〇
六
秒

一
八
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点


の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
九
七
度
二
八
分
三
四
秒

一
八
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点


の
地
点
か
ら
三
〇
六
度
三
六
分
〇
九
秒

一
九
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
〇
七
度
五
六
分
二
一
秒

一
〇
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
三
〇
五
度
〇
九
分
一
七
秒

一
〇
・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

�
の
地
点
か
ら
二
九
六
度
二
〇
分
一
七
秒

一
二
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
、
〇
七
八
・
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
大
浜
字
楠
浜
乙
一
三
番
七
、
乙
一
三
番
七
か
ら
甲
三
六
番
一
を
経
て
甲
七
番

一
に
至
る
間
に
隣
接
す
る
無
番
地
、
甲
三
六
番
一
、
甲
三
五
番
一
、
甲
一
七
番
二
、
甲
七
番
四
、
甲

七
番
三
、
甲
七
番
一
地
内
及
び
乙
一
三
番
七
か
ら
甲
三
六
番
一
に
至
る
間
に
隣
接
す
る
無
番
地
、
甲

三
六
番
一
、
甲
三
五
番
一
、
甲
一
七
番
二
、
甲
七
番
四
、
甲
七
番
一
地
先
公
有
水
面

２

区
域

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字
山
ノ
神
一

三
五
八
番
三
か
ら

小
豆
郡
池
田
町
大
字
室
生
字
山
ノ
神
一

三
九
五
番
二
ま
で

前

二
二
・
三

〜
四
六
・
〇

五
九

交
通
安
全
施

設
事
業
に
よ

る
現
道
拡
幅

後

二
五
・
四

〜
四
六
・
〇

五
九

香

川

県

報

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
九
号
）

四



次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
Ａ
の
地
点
と
Ｈ
の
地
点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域
Ａ
の
地
点

基
点
か
ら
三
四
四
度
〇
〇
分
一
九
秒

八
三
三
・
一
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｂ
の
地
点

Ａ
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
三
六
分
一
三
秒

九
九
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｃ
の
地
点

Ｂ
の
地
点
か
ら
一
〇
四
・
三
四
分
四
三
秒

一
一
一
・
二
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｄ
の
地
点

Ｃ
の
地
点
か
ら
八
八
度
五
六
分
一
〇
秒

三
四
・
九
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｅ
の
地
点

Ｄ
の
地
点
か
ら
三
五
八
度
五
六
分
一
〇
秒

六
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｆ
の
地
点

Ｅ
の
地
点
か
ら
二
六
八
度
五
六
分
一
一
秒

二
六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｇ
の
地
点

Ｆ
の
地
点
か
ら
二
八
四
度
三
四
分
四
三
秒

八
九
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｈ
の
地
点

Ｇ
の
地
点
か
ら
三
〇
六
度
三
六
分
一
二
秒

八
六
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
四
、
五
四
四
・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル

五

埋
立
地
の
用
途

道
路
用
地

●
香
川
県
公
告
第
七
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
町
が
当
該
中
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
一
月
三
十
一
日
適
当
と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
平
成
十
七
年
二
月
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
十
日

ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
七
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
区
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改

良
事
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
一
月
二
十
七
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
七
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
丸
亀
市

馬
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退
任
年
月
日

種

類

理

事

篠
原

義
信

丸
亀
市
柞
原
町
一
一
〇
七
番
地

平
成
一
七
、
一
、
一
九

〃

久
保

�
夫

〃

〃

五
八
一
番
地
一

〃

〃

�
瀬

秋
雄

〃

〃

七
八
〇
番
地

〃

公

告

町

名

土

地

改

良

事

業

名

縦
覧
場
所

大
野
原
町

基
盤
整
備
促
進
事
業
（
農
道
）
中
姫
地
区

大
野
原
町
経
済
課

〃

基
盤
整
備
促
進
事
業
（
水
路
）
中
姫
地
区

〃

土
地
改
良
区
名

土

地

改

良

事

業

名

琴
平
町
土
地
改
良
区

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
塚
狭
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
一
の
股
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
川
向
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
白
川
股
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
錨
子
地
区

〃

単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
（
農
道
整
備
事
業
）
横
瀬
地
区

香

川

県

報

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
九
号
）

五



〃

横
井

敬
一

〃

〃

六
七
五
番
地

〃

〃

横
井

正

〃

〃

六
二
三
番
地

〃

〃

篠
原

正
�

〃

〃

二
三
五
番
地
四

〃

〃

�
口

右

〃

〃

一
二
二
六
番
地
二

〃

〃

佐
藤

實

〃

〃

八
四
七
番
地

〃

〃

山
野

利
則

〃

山
北
町
六
五
三
番
地

〃

〃

松
原

武

〃

〃

七
八
〇
番
地

〃

〃

山
野

正
則

〃

〃

六
八
九
番
地

〃

〃

小
野

繁
夫

〃

〃

六
一
九
番
地

〃

〃

小
野

照
雄

〃

〃

七
八
〇
番
地

〃

〃

松
原

勝

〃

〃

七
九
二
番
地

〃

監

事

藪
内

清

〃

〃

八
六
四
番
地
三

〃

〃

林

弘

〃

柞
原
町
七
八
一
番
地

〃

〃

秋
山

良
隆

〃

〃

二
二
一
番
地

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就
任
年
月
日

種

類

理

事

篠
原

賢

丸
亀
市
柞
原
町
一
一
四
六
番
地

平
成
一
七
、
一
、
二
〇

〃

篠
原

勲

〃

〃

一
一
〇
六
番
地
一

〃

〃

宮
本

一
夫

〃

〃

一
一
九
九
番
地

〃

〃

横
井

敬
一

〃

〃

六
七
五
番
地

〃

〃

重
成

末
一

〃

〃

一
二
八
五
番
地

〃

〃

久
保

�
夫

〃

〃

五
八
一
番
地
一

〃

〃

林

弘

〃

〃

七
八
一
番
地

〃

〃

岡
田

渡

〃

〃

七
四
四
番
地

〃

〃

松
原

武

〃

山
北
町
七
八
〇
番
地

〃

〃

山
野

正
則

〃

〃

六
八
九
番
地

〃

〃

山
野

利
則

〃

〃

六
五
三
番
地

〃

〃

小
野

繁
夫

〃

〃

六
一
九
番
地

〃

〃

小
野

照
雄

〃

〃

七
八
〇
番
地

〃

〃

石
川

武

〃

城
南
町
三
五
番
地
一

〃

監

事

藪
内

清

〃

山
北
町
八
六
四
番
地
三

〃

〃

齊
藤

正
美

〃

柞
原
町
七
五
六
番
地

〃

〃

秋
山

良
隆

〃

〃

二
二
一
番
地

〃

●
香
川
県
公
告
第
八
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市

太
田
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

退

任

年

月

日

種

類

理

事

香
西

秀
治

高
松
市
太
田
下
町
一
三
五
一
番
地

平
成
一
六
、
一
二
、
一
三

〃

東
原

清

〃

太
田
上
町
一
〇
八
二
番
地

〃

〃

寒
川

�
夫

〃

伏
石
町
一
二
六
三
番
地

〃

〃

居
石

一
男

〃

〃

一
二
四
一
番
地

〃

〃

西
原

清
一

〃

今
里
町
一
丁
目
四
五
二
番
地

〃

〃

樋
口

榮

〃

太
田
上
町
二
九
四
番
地
四

〃

〃

田
井

天
久

〃

〃

五
五
一
番
地

〃

〃

川
東

知
己

〃

〃

一
二
八
二
番
地

〃

〃

山
下

米
夫

〃

太
田
下
町
二
七
三
二
番
地

〃

〃

岡

繁
雄

〃

〃

二
一
八
六
番
地

〃

〃

安
田

一
成

〃

伏
石
町
八
九
二
番
地

〃

〃

北
川

仁

〃

〃

二
三
八
番
地

〃

〃

植
田

勇
雄

〃

〃

三
六
二
番
地
一

〃

〃

白
井

均

〃

上
福
岡
町
一
一
七
三
番
地

〃

〃

松
本

徹
也

〃

松
縄
町
二
九
七
番
地
二

〃

〃

太
田

正
弥

〃

〃

七
六
二
番
地

〃

香

川

県

報

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
九
号
）

六



〃

宮
�

恭
雄

〃

今
里
町
二
丁
目
二
六
番
地
一
三

〃

監

事

大
野

定
男

〃

太
田
上
町
三
六
六
番
地

〃

〃

工
藤

一
則

〃

〃

一
一
〇
二
番
地
二

〃

〃

岡

孝
重

〃

伏
石
町
七
九
〇
番
地

〃

〃

大
谷

繁
行

〃

松
縄
町
二
九
五
番
地
九

〃

二

就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏

名

住

所

就

任

年

月

日

種

類

理

事

香
西

秀
治

高
松
市
太
田
下
町
一
三
五
一
番
地

平
成
一
六
、
一
二
、
一
四

〃

東
原

清

〃

太
田
上
町
一
〇
八
二
番
地

〃

〃

寒
川

�
夫

〃

伏
石
町
一
二
六
三
番
地

〃

〃

安
田

一
成

〃

〃

八
九
二
番
地

〃

〃

上
野

準
一

〃

今
里
町
二
七
六
番
地
二

〃

〃

西
原

清
一

〃

〃

一
丁
目
四
五
二
番
地

〃

〃

大
野

定
男

〃

太
田
上
町
三
六
六
番
地

〃

〃

田
井

天
久

〃

〃

五
五
一
番
地

〃

〃

白
井

勉

〃

太
田
下
町
一
七
一
七
番
地
一

〃

〃

松
本

健
繁

〃

〃

一
五
七
六
番
地
二

〃

〃

岡

繁
雄

〃

〃

二
一
八
六
番
地

〃

〃

田
井

良
久

〃

伏
石
町
六
番
地

〃

〃

北
川

仁

〃

〃

二
三
八
番
地

〃

〃

植
田

勇
雄

〃

〃

三
六
二
番
地
一

〃

〃

白
井

均

〃

上
福
岡
町
一
一
七
三
番
地

〃

〃

松
本

徹
也

〃

松
縄
町
二
九
七
番
地
二

〃

〃

福
家

重
信

〃

〃

一
四
一
番
地

〃

〃

宮
�

恭
雄

〃

今
里
町
二
丁
目
二
六
番
地
一
三

〃

監

事

川
東

知
己

〃

太
田
上
町
一
二
八
二
番
地

〃

〃

山
下

米
夫

〃

太
田
下
町
二
七
三
二
番
地

〃

〃

岡

孝
重

〃

伏
石
町
七
九
〇
番
地

〃

〃

前
川

昭
博

〃

今
里
町
一
丁
目
一
九
番
地
一
三

〃

●
香
川
県
公
告
第
八
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
公
告
第
八
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
西
分
地
区
土
地
改
良
事
業
共
同
施
行
か
ら
平
成
十
七
年
一
月
十
七
日
土
地

改
良
事
業
（
非
補
助
土
地
改
良
事
業
（
西
分
地
区
）
）
の
換
地
処
分
を
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香

川

県

教

育

委

員

会

香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号

香
川
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

香
川
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
香
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
次
回
の
会
議
に
お
い
て
」
を
「
原
則
と
し
て
次
回
の
会
議
に
お
い
て
、
」
に
改
め

る
。

附

則

教
育
委
員
会
規
則

土
地
改
良
事
業
を

行
っ
た
者
の
名
称

土
地
改
良
事
業
の
種
類

地
区
名

工
事
完
了
年
月
日

西
分
地
区
土
地
改

良
事
業
共
同
施
行

非
補
助
土
地
改
良
事
業
（
区
画

整
理
事
業
）

西
分
地
区

平
成
一
六
、
三
、
三
一

香

川

県

報

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
九
号
）

七



こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

一

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

一

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

一

政
党
の
支
部

二

そ
の
他
の
政
治
団
体

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
取
消
し
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

竹

�

克

彦

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の

氏

名

会
計
責
任
者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

小
橋
き
よ
の
ぶ
後
援
会

山
上

泰
生

小
橋

永
一

丸
亀
市
郡
家
町
六
八
―
七

引
田
た
だ
お
み
後
援
会

引
田

忠
温

大
川

洪
吉

綾
歌
郡
飯
山
町
東
小
川
一
七
三
一

広
田
穣
後
援
会

大
垣

良
則

広
田

和
男

綾
歌
郡
綾
歌
町
栗
熊
西
九
四
六

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

高
橋
祥
晃
後
援
会

会
計
責
任
者

の

氏

名

高
橋

秀
信

秋
山

政
治

西
岡
あ
き
お
後
援
会

代

表

者

の

氏

名

西
岡

章
夫

道
上

茂

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
香
川
県
旅
客
船
支
部

政
治
団
体
の
名
称

植
松
一
夫
後
援
会

岡
田
け
ん
ご
後
援
会

柿
原
茂
敏
後
援
会

国
方
二
六
士
後
援
会

は
せ
べ
一
成
後
援
会

松
原
つ
よ
し
後
援
会

香

川

県

報

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
九
号
）

八



資
金
管
理
団
体
の
取
消
し

の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名

公

職

の

種

類

取
消
し
の
届
出
の
あ
っ
た

資
金
管
理
団
体
の
名
称

植
松

一
夫

香
川
町
議
会
議
員

植
松
一
夫
後
援
会

柿
原

茂
敏

香
川
町
議
会
議
員

柿
原
茂
敏
後
援
会

香

川

県

報

平
成
十
七
年
二
月
十
四
日

（
第
九
二
〇
九
号
）

九
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